只見町Ｕ･Ｉターン等促進助成金　申請可否チェック票

　只見町Ｕ･Ｉターン等促進助成金の申請にあたり、以下のチェック票で、助成金申請の可否を確認しますので、該当する項目にチェックしてください。
　なお、チェック票の網掛けに該当する場合は、助成金の申請ができません。

◇Ｕ・Ｉターン者定住助成金
	
	はい
	いいえ

	①　定住後１年以内に就業した。
	□
	□

	②　就業後6カ月以上経過している。
	□
	□

	③　就業開始日の年齢が35歳未満である。
	□
	□

	④　上記の条件を満たした日から３年を経過している。
	□
	□

	⑤　転勤でＵ・Ｉターンした。
	□
	□

	⑥　地域おこし協力隊である。
	□
	□



◇新規学卒者定住助成金
	
	はい
	いいえ

	①　卒業後1年以内に定住、又は、卒業前から定住している。
	□
	□

	②　定住後1年以内に就業した。
	□
	□

	③　就業後6カ月以上経過している。
	□
	□

	④　就業開始日の年齢が30歳未満である。
	□
	□

	⑤　上記の条件を満たした日から３年を経過している。
	□
	□

	⑥　卒業以前に就業したことがある。
	□
	□

	⑦　転勤でＵ・Ｉターンした。
	□
	□

	⑧　地域おこし協力隊である。
	□
	□



· 就業とは、雇用期間が1年以上（1年以上の雇用見込及び期間の定めがない場合を含みます）で、所定労働時間が週30時間以上であること、又は、個人で農業その他自ら事業を営むことをいいます。
· 新規学卒者とは、中学校、高等学校、大学（短期大学、大学院を含む）、高等専門学校、専修学校（専門課程）を卒業後1年以内に定住し（卒業以前から定住している場合も含みます）、卒業以前に就業したことがない者をいいます。

記入日：　　　　　年　　月　　日
氏　名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　：　只見町大字　　　　　　　　　　　　
連絡先　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
